
 

 

症の大規模な感染の拡大防

止に向けて、厚生労働省か

ら労使団体に向けた要請が

出されました（「新型コロ

ナウイルス感染症の大規模

な感染拡大防止に向けた職

場における対応について

（要請）」令和２年３月 31

日）。以下に、その内容を

紹介します。また、これに

は「職場における新型コロ

ナウイルス感染症の拡大を

防止するためのチェックリ

スト」が参考資料として添

付されていますので、ぜひ

活用するとよいでしょう。 

◆職場内での感染防止行動

の徹底 

感染拡大防止には、換気

の悪い密閉空間、多くの人

が密集、近距離での会話の

３つの条件が同時に重なる

場を避けることが重要であ

り、職場においては次の対

策が求められます。 

・換気の徹底等……職場の

建物の窓が開閉可能な場

合は、１時間に２回程

度、窓を全開して換気を

行うこと。 

・接触感染の防止……電

話、パソコン、フリーア

ドレスのデスク等につい

ては複数人での共用をで

きる限り回避すること。

物品・機器等について、

こまめに消毒を実施する

こと。 

・飛沫感染の防止……テレ

ビ会議、電話、電子メー

ル等の活用により、人が

集まる形での会議等をで

きる限り回避すること。

社員食堂での感染防止の

ため、座席数を減らす、

昼休み等の休憩時間に幅

を持たせて利用者の集中

を避ける等の措置を講じ

ること。疲労の蓄積（易

感染性）につながるおそ

れがある長時間の時間外

労働等を避けること。 

・通勤・外勤に関する感染

防止行動の徹底……出

社・帰宅時、飲食前の手

洗いや手指のアルコール

消毒を徹底すること。時

差通勤のほか、可能な場

合には自転車通勤、徒歩

通勤など公共機関を利用

しない方法の積極的な活

用を図ること。 

・職場や通勤・外勤での感

染防止のための在宅勤務・

テレワークを活用するこ

と。 

◆風邪症状を呈する社員へ

の対応 

発熱、咳などの風邪症状

がみられる社員（風邪の症

状や 37.5℃以上の発熱が４

日以上続いている場合な

ど）については、新型コロ

ナウイルスに感染している

可能性を考えた労務管理をす

ることとし、具体的には、出

勤免除（テレワークの指示を

含む）を実施するとともに、

その間の外出自粛を勧奨する

など、「出勤しない・させな

い」の徹底を全員に求めるこ

と。 

特に、高齢者や、基礎疾患

がある方、免疫抑制状態にあ

る方、妊娠している方につい

ての配慮が求められます。 

◆新型コロナウイルス感染症

の陽性者等が発生した場合の

対応 

社員が陽性者等であると判

明した場合、速やかに会社へ

電話・メール等により報告す

ること（報告先の部署・担当

者、報告のあった情報を取り

扱う担当者の範囲等）、社員

が陽性者等になったことをも

って、解雇その他の不利益な

取扱いや差別等を受けること

はないこと、必要に応じ、休

業や賃金の取扱いなどに関す

ることなどについての対応ル

ール等を決め、社員に周知し

ます。 

【厚生労働省「新型コロナウ

イルス感染症の大規模な感染

拡大防止に向けた職場におけ

る対応について労使団体に要

請しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf

/newpage_10631.html 

 

◆自動計算機能付き様

式、記載事項・添付書類の

省略等により手続きを簡素

化 

休業等実施計画届等の事

後提出が認められているだ

けでなく、支給申請書に自

動計算機能が組み込まれ、

記載事項が大幅に削減され

ています。 

また、添付書類の労働保

険料に関する書類が不要と

なったり、休業・教育訓練

の実績に関する書類として

手書きのシフト表や給与明

細の写しでもＯＫとされた

りするなど、手続きが簡素

化されています。 

◆教育訓練は自宅等でのｅ

－ラーニングもＯＫ 

教育訓練を実施した場合

の助成率も上記と同率まで

引き上げられ、通常 1,200

円の加算額が中小企業は

2,400 円、大企業で 1,800 円

へと引き上げられていま

す。 

この教育訓練として、職

業、職務の種類を問わず、

一定の知識・ノウハウを身

に付けるもの（接遇・マナ

ー、パワハラ・セクハラ、

メンタルヘルス）も対象と

されます。訓練方法も、一

定程度の技能、実務経験、

経歴のある者が講師として

行う場合は、自宅等でイン

ターネット等を用いた片方

向・双方向で実施する訓練

も対象とされます。 

◆小学校休業等対応助成金

も６月 30 日まで延長 

なお、小学校等の休校に

より子どもの世話を行う労

働者に年次有給休暇以外の

有給休暇（賃金全額支給）

を取得させた事業主に、賃

金相当額の全額を支給する

本助成金も、６月 30 日まで

延長されています。 

今回の感染症が経済に与

える影響は深刻かつ長期化

する可能性が高いと思われ

ますが、休業等による雇用

の維持を図らず、労使関係

が悪化して、終息した時に

従業員が残っていないなど

となれば、事業を再開し業

績を回復させることもでき

ません。 

助成金を活用した雇用の維

持をぜひご検討のうえ、ご相

談ください。 

 

新型コロナウイルス感染

拡大防止に向けた職場に

おける対応 
新型コロナウイルス感染

新型コロナウイルス感染

症による雇用調整助成金

の特例措置拡大について

（４月 15日時点） 
◆対象労働者・対象業種を

拡大 

新型コロナウイルス感染

症の感染拡大による休業要

請や営業自粛が広がり、雇

用調整助成金の活用を検討

する事業者が増えていま

す。 

厚生労働省では、４月１

日から６月 30 日までの間の

休業等について、雇用保険

被保険者でないパート、ア

ルバイト等週当たりの労働

時間が 20 時間未満の労働

者、４月入社で１日も出社

していない新入社員の休業

等も対象としています。ま

た、風俗関連事業者の休業

等も対象としています。 

◆解雇なしで９／10、解雇

ありは４／５の助成 

助成率が引き上げられ、

解雇等を行わない中小企業

の場合は９／10（従前は２

／３）、大企業でも３／４

（従前は１/２）となってい

ます（解雇等を行った場合

は、中小企業４／５、大企

業３／４）。 
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